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さけ・ます流し網漁業の禁止 

に伴う支援に関する緊急要望 

 

戦前からの「北洋漁業」の伝統を受け継ぎ、長い歴史を有するロシア水域

のさけ・ます流し網漁業は、今日においても北海道・東北地域の重要な漁業

であります。 

このような状況の中、日本国政府からロシア政府に対し、再三にわたり、

操業の継続を要請してきたにもかかわらず、「ロシア水域における流し網漁

業を 2016年 1月から禁止する法案」が６月 29日に成立したため、来年以降

のさけ・ます流し網漁業の操業が困難となったところであります。 

本漁業は、乗組員の雇用はもとより、水産加工・流通・漁業資材など関連

産業も多く、操業禁止により地域経済に与える影響は極めて大きなものとな

ることから、次の事項について強く要望します。 

 

 

１．来年１月以降、ロシア水域において、さけ・ます流し網漁業の操業が困

難となったことから、漁業者はもとより、地域の関連産業などに対して、

次の事項に関する特段の支援を行うこと。 

（１）漁業・漁法の転換などの「漁業者対策」 

（２）流通加工業者などへの「関連産業対策」 

（３）雇用の促進などの「雇用対策」 

（４）地域全体を視野に入れた「地域振興対策」 


